
消防団車両売却仕様書 

１ 売却する物品 

（１）物品 軽消防車両（小型動力ポンプ積載車軽トラック） １台 

  ①車 名 スバルサンバー（車体色 赤系） 

  ②初年度登録年 平成７年 

  ③燃料及び排気量 ガソリン 0.65Ｌ 

  ④走 行 距 離 21,656ｋｍ 

 

２ 入札参加者の資格 

  入札参加者の資格は、次の条件に該当しない法人又は個人とします。 

（１）小野町の公有財産に関する事務に従事する職員 

（２）売買契約を締結する能力を有しないもの（被補助人、被保佐人、未成年者（契約締結 

のために法定代理人から必要な同意を得ている者を除く）又は被成年後見人） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条 

第１項各号のいずれかに該当する者 

（４）町税等の滞納がある者 

（５）その他町長が不適当と認めた者 

 

３ 売却の方法 

  有効な入札を行った者をうち、買受け価格について予定価格を超えかつ最も高い金額で

提示した者を売却予定者に決定する。 

  なお、提示する金額に消費税（地方消費税を含む）及び自動車リサイクル預託金（5,930

円）が加算された金額が売買代金となります。 

  また、売買契約、名義変更及び搬送の手続き及び費用負担は、買受者の負担とします。 

 

４ 入札の無効 

  ２において示した入札参加資格を有しない者のした入札並びに入札に関する条件に違反

した入札及び郵送又は電送による入札は無効とします。 

 

５ 閲覧期間および提出期限 

設計図書及び物品の閲覧、入札参加申込書の受付及び入札書の提出について買受希望者

は、次の閲覧期間内に設計図書及び売却対象の物品を確認し、入札条件を熟知・承諾した

上で入札参加申込書及び入札書を期限までに同所へ提出しなければならない。 

（１）閲 覧 期 間 令和７年４月 28日 から ５月 23日まで  

（土日を除き、執務時間内に限る） 

（２）閲 覧 場 所 小野町役場 町民生活課 

（３）提 出 期 限 令和７年５月 23日 

 



６ 契約および代金の納付について 

  町は、３の売却予定者と売買契約を締結する。また、予定者は契約後、町が指定する日 

までに一括してその代金を納付しなければならない。 

 

７ 物品の引き渡しについて 

  引き渡しについては代金の納付を確認後行うこととし、所有権は引き渡し時に移転する 

ものとする。ただし、引き渡す物品は、引き渡し時点を基準とする現状にて引き渡すこと 

とする。 

  なお、物品の運搬については、売却予定者の負担により行うものとする。 

 

８ 入札保証金および契約保証金について 

  免除 

 

９ その他注意事項 

（１）引き渡した車両から「小野町消防団」の塗装を消去すること。 

   なお、消去の程度は、「小野町消防団」の記載が社会通念上一般的に視認不可と判断で 

きる程度とする。 

（２）引き渡し時から 30日以内に名義変更を行うこと。また、手続き完了後は、証明書の 

写し（車検証など）および現況写真を名義変更完了後から５日以内に提出すること。 

（３）緊急自動車届出確認証を返納すること。 

（４）買受者は、買受後、必要な整備を行うこと。 

（５）車両の故障、不具合等については、町は一切関与せずまた責任を負わない。 

 

10 担当課 

  小野町役場 町民生活課 

  電話：0247－72－6933 ＦＡＸ：0247－72－3121 


